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令 和 ５ 年 9 月 7 日 

 

介護サービス事業所 管理者  様 

 

                    香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

 

令和５年度「介護サービス情報の公表」制度の基本情報 

及び運営情報の報告について（通知） 

 

 日頃から本県の介護保険行政に御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

標題のことにつきましては、別添のとおり令和５年度「介護サービス情報の公表」

制度にかかる報告・調査・情報公表計画を策定し、本年度の制度を運用することとし

ましたので、下記により１０月３１日（火）までに入力をお願いします。 

なお、標題の報告については、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５

条の３５※の規定に基づくものです。 

 

記 

１ 情報の報告 

（１）事業所においては、ＷＥＢ上の「介護サービス情報報告システム」により報告

するものであるが、報告システムには、別紙のページからログインすることがで

きる。 

（２）報告システムを利用する際には、ＩＤ及びパスワードが必要となる。これらに

ついては、既に事業所あてに配付済みである。 

  ① ＩＤは事業所番号とする。 

  ② パスワードについては、初期パスワードとして配付しており、事業所におい

て、直ちにパスワードを変更すること。 

  ③ ＩＤ及びパスワードについては、事業所において厳重に管理すること。 

（３）入力方法については、上記１（１）で示しているページにある「介護サービス

情報報告システム 事業所向け操作マニュアル」等を確認の上、入力すること。 

   なお、令和５年度中にパスワードを配付した事業所については、基本情報のみ

入力するよう設定している。 

（４）提出する手順は以下の通りである。 

① 調査票メニューの「記入メニュー」ボタンをクリックする。 

② 「提出までの流れ」にある、「提出する」ボタンをクリックする。なお、入

力必須の調査表が未記入の場合、「提出する」ボタンがクリックできない。 

③ 提出確認画面が表示され、「提出する」ボタンをクリックし、提出完了。 

④ 「登録状況確認」の状況欄等が「提出済」となっていることを確認すること。 

（５）報告内容に不備がある場合は、報告内容を差戻ししている場合がある。この場

合、「介護サービス情報報告システム」の調査票メニューの「記入メニュー」ボ

タンをクリックし、「登録状況確認」の状況欄が「差戻し」と表示されている。 

差戻し内容を訂正し再提出すること。 

 



２ 公表事務 

  県において、報告を受けた内容を受理後、「香川県介護サービス情報公表システ

ム」において公表する。 

  記入漏れ等がない場合は、報告内容がそのまま公表されることから、事業所にお

いて正確に入力すること。 

  なお、記載内容に変更があった際は、適宜変更すること。（ただし、運営情報に

ついては、事業所において公表後の修正が行えない仕様となっているため、修正が

必要な場合は、下記の問い合せ先まで連絡すること。） 

 

※ 介護保険法第 115 条の 35 

第百十五条の三十五 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事

業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防

支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で

定めるサービス（以下「介護サービス」という。）の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令

で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報（介護サービスの内容及び介護サービスを提供す

る事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円

滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをい

う。以下同じ。）を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならな

い。 

（中略） 

４ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による

調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若し

くはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。 

（中略） 

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健

施設若しくは介護医療院の開設者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防

サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は

期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

介護保険法施行規則 

（法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるとき） 

第百四十条の四十四 法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる基準に該当する事業所以

外のものについて、令第三十七条の二第一項に規定する計画（以下この条及び第百四十条の四十八において「計画」という。）

で定められたときとする。 

一 第百四十条の四十八第一号の計画の基準日前の一年間において、提供を行った介護サービス（法第百十五条の三十五第一 

 項に規定する介護サービスをいう。以下同じ。）に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用 

具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護 

予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下であるもの 

二 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの 

 
【問い合わせ先】 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

在宅サービスグループ 

担当 西山、熊谷 

電話 087-832-3269 

FAX 087-806-0206 


